
期間業務職員の募集について 

 

 

内閣府大臣官房総務課では、期間業務職員の募集を行います。 

 

 

１．採用予定官職 

期間業務職員（大臣官房総務課） 

※非正規雇用 

 

２．業務内容 

大臣官房総務課では、内閣府全体のマネジメントに携わる大臣官房の中にあり、

法令・文書の審査、組織の管理、国会対応に関する調整など内閣府全体の業務を

幅広くサポートしています。 

 

３．職務内容 

・一般事務 

文書業務（内閣府内の文書の受付、配付）、ＰＣによる資料作成、電話・メー

ル、来客対応、簡単な清掃等、その他常勤職員の事務補助業務全般を行ってい

ただきます。 

 

※なお、組織の業務の都合又は本人の適性により、任期の途中で配属先を変更 

する場合があります。 

 

４．募集人数 

若干名 

 

５．募集対象 

基礎的なパソコン操作が可能な方（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等） 

 

６．採用予定日、雇用期間 

（１）採用予定日 

令和８年４月１日 

 

（２）雇用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（採用後１か月間は条件付採用期間） 

※ 勤務成績が良好で一定の条件を満たした場合、再採用されることもあり

ます。 

 

７．給与 

（１）日給 

１１，１９０円～１４，１９０円 

 

 



（２）月額 

２３４，９９０円～２９７，９９０円（月平均労働日数：２１日） 

   

※上記⑴⑵の金額は、法律等の改正及び施行に伴って変更する場合があります

ので、ご承知置きください。 

 

（３）支払日 

原則毎月１６日（給与期間[月の初日から末日まで］の勤務実績に基づき、翌 

月の１６日に支給） 

 

（４）諸手当 

  通勤手当（給与法及び人事院規則等の規定により算定した額を支給、定期券に

あっては原則として６箇月定期券分を支給、マイカー通勤不可）、住居手当（月

額２８，０００円以内、支給条件に該当する方のみ） 

 

（５）超過勤務手当 

  実績に応じて超過勤務手当が支給されます。 

 

（６）賞与 

  一定の条件を満たした場合、賞与が支給されます。 

（年２回（６月及び１２月）） 

 

８．退職手当 

一定の条件（継続して６か月を超えて勤務等）を満たした場合、国家公務員退職

手当法が適用され、退職手当が支給されます。 

 

９．加入保険等 

 雇用保険、国家公務員共済組合制度（短期給付）、厚生年金保険に加入。 

※一定条件下で６か月を超えて勤務した場合、雇用保険は資格喪失となり、国家 

公務員退職手当法の適用に切り替わります。 

※再採用により一定条件下で１年を超えて勤務した場合、厚生年金保険は国家公 

務員共済組合制度（長期給付）への加入に切り替わります。 

 

１０．身分・服務 

国家公務員法を適用（非常勤職員） 

 

１１．勤務条件 

（１）勤務時間 

原則として午前８時３０分～午後５時１５分（休憩時間；正午から午後１時ま

での６０分間）（土、日、祝日及び年末年始を除く） 

必要に応じ超過勤務有り 

 

（２）休暇 

年次休暇１０日（採用日より付与。再採用時に繰越可。） 

夏季特別休暇３日間（７月～９月の間に取得可能。） 

 



１２．雇用の解除等 

 以下のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても雇用を解除することが

あります。 

（１）心身の故障等により、長期に亘って勤務できなくなった場合。 

（２）国家公務員法その他の法令による就業・服務基準に違反を犯した場合。 

（３）その他、業務遂行上の欠格があった場合。 

（４）組織の改廃、予算の事情その他国の都合により、雇用を継続することができ 

なくなった場合。（その場合は、１か月前までに雇用解除の予告を行う。） 

 

１３．勤務地 

内閣府大臣官房総務課 

◇東京都千代田区永田町１－６－１ 中央合同庁舎第８号館 

 東京メトロ 丸ノ内線、千代田線 国会議事堂前駅 

 出口番号３より徒歩１分 

 

 

１４．応募方法 

（１）提出書類 

履歴書（市販の用紙で可、写真添付） 

 

（２）提出方法 

郵送（封筒の表面に、赤字で「期間業務職員募集書類在中（一般事務）」と記

載のこと） 

 

（３）提出先 

  〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 中央合同庁舎第８号館 

        内閣府大臣官房総務課総務係 宛 

 

（４）提出締切り 

令和８年３月２日（月）必着（※持ち込み不可） 

   ※選考は、締切りを待たず、順次行います。 

 



１５．選考方法 

書類審査（１次選考）の上、面接（２次選考）を行うことが決まった方のみ、 

２次選考の日時等を御連絡させていただきます。 

  ※採用後は、マイナンバーカードを職員身分証として使用することとしており

ますので、マイナンバーカードの取得手続きをあらかじめしていただくこと

になります。 

  ※応募書類は返却いたしません。当課において責任を持って廃棄いたします。 

 

１６．問い合わせ先 

担当：内閣府大臣官房総務課総務係 岩瀨、久保田 

電話：０３（５２５３）２１１１ 内線 ３１２１１ 


